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第 28 回 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

開 会 日          令和３年６月17日（木） 

 

場 所          文化会館たづくり 1001学習室 

 

開会時間  午後３時 

 

出席委員 

    ２番委員  野 口 達 也         ５番委員  瀧 栁 正 明 

    ７番委員  元 木 幹 夫         ９番委員  川 端 宏 志 

    10番委員  鈴 木 正 勝         12番委員  伊 藤 義 治 

    13番委員  原     勇         15番委員  熊 井   守 

    16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫 

    18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘 

    20番委員  井 上 眞 一 

 

欠席委員 

 

事 務 局         

    局長  元木勇治  次長  朝倉恵一 

    書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 
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○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第28回調布市農業委

員会総会を開催いたします。 

 ただいまのところ、12人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第６条の

規定による定足数に達していることを御報告します。 

 なお、12番議席の伊藤委員につきましては、本日、都合により遅れる旨の御連絡をいた

だいております。 

 それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 

○議長（元木会長）  皆さん、こんにちは。本日もお忙しいところ、そして梅雨空の天

候の悪い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 また、緊急事態宣言も20日には解除される見込みですけれども、そのまま引き続きまん

延防止等重点措置に替わるようなニュースでの話です。 

 さて、新型コロナの影響で１年間延期されていました東京オリンピックは間もなく開催

が近づく中、ようやく新型コロナウイルスのワクチン接種が年齢別に提供され始めました。

一日も早く平穏な日常が戻ることを願うところでございます。 

 伊藤委員が見えましたので、ちょっとお待ちください。 

     （伊藤委員着席） 

 なお、来月８日には農地利用状況調査、いわゆる農地パトロールが予定されております。

多分暑い中での調査となると思いますので、十分注意していただきたいなと思います。 

 また、本日、総会の後に農地パトロールの説明と前回総会には、今日お見えになってい

る方は前回総会には見えていなかったのですけれども役員会の中で相談しました、企業的

農業経営と農業後継者の顕彰候補者について協議しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 最初に、日程第１、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録

署名委員には、15番議席の熊井委員、16番議席の杉﨑委員を指名しますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は本日１

日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたします。 
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 続きまして、日程第３、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第10号「農

地法第３条の３第１項の規定による届出について」を事務局から説明いたします。事務局、

お願いいたします。 

○長谷部書記  報告第10号、農地法第３条の３第１項の規定による届出について、報告

第10号を御覧ください。農地法第３条の３第１項の規定による届出についてであります。

農地法第３条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する

場合には農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相

続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出とすることになっております。今

回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告します。 

 番号１を御覧ください。土地の所在は深大寺北町３丁目●番●外11筆、面積は合計で１

万7,153平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。５月26日に届出

を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、５月27日に受理通知書を交付して

おります。 

 専決処分の報告についての説明は以上です。 

○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いい

たします。 

     （「なし」との声あり） 

 御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ありませんで

しょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。 

 続きまして、日程第４、報告事項を議題といたします。本日、報告事項は３件ございま

す。 

 まず最初に、令和３年度農業委員会審議状況及び目的別農地利用状況について、租税特

別措置法第70条の６第１項の規定よる証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）につ

いて、続きまして、租税特別措置法第70条の６第１項の規定による証明（引き続き農業経

営を行っている旨の証明）について、以上３件を事務局より説明いたします。事務局、お

願いします。 

○長谷部書記  それでは、報告事項について御説明いたします。資料、報告事項アを御

覧ください。令和３年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。 
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 最初の表、令和３年度農業委員会審議状況について(1)、２段目、区分、今回総会での

審議状況を御覧ください。農地として権利の移転等があったものとして、農地法第３条の

許可申請はありませんでした。第３条の３の届出が件数１件、面積１万7,153平方メート

ル、第18条及びその他のものはありませんでした。 

 下の表、令和３年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地

転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第４条の届出、所有権の移転を伴う農

地法第５条はありませんでした。 

 続きまして、一番下の表、令和３年度目的別農地転用状況について御説明いたします。

真ん中の表の令和３年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したもの

の内容でございます。前回の総会審議状況で前回から変更となった部分はございません。

内訳の合計は表の右の合計欄、件数９件、面積7,229平方メートルであります。 

 次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第

70条の６第１項の規定による証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）についてであ

ります。この証明は、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるた

め、税務署に提出するものです。 

 番号１について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町３丁目●番●外11筆、面積

は合計で１万7,153平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委

員が現地確認をしております。なお、番号１については全ての申請書類に不備はなく、証

明書を発行しております。 

 次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第

70条の６第１項の規定による証明（引き続き農業経営を行っている旨の証明）についてで

あります。この証明は、相続税の納税猶予を受ける者が３年ごとに相続税の納税猶予を継

続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。 

 番号１について御説明いたします。土地の所在は染地１丁目●番●外１筆、面積は合計

で914平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確

認をしております。 

 番号２について御説明いたします。土地の所在は布田６丁目●番●外１筆、面積は合計

で678平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確

認をしております。 

 番号３について御説明いたします。土地の所在は入間町１丁目●番●外11筆、面積は合
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計で4,484.53平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木会長が

現地確認をしております。 

 番号４について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町４丁目●番●外18筆、面積

は合計で7,000.76平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上一

郎委員が現地確認しております。 

 なお、番号１から番号４につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の発行

をしております。 

 以上で報告事項の説明を終わります。 

○議長  ３件の説明を事務局からしていただきました。何か御質問がございましたらお

願いいたします。 

     （「なし」との声あり） 

 御質問、御意見もないようですので、報告の３件を承認することに御異議ありませんで

しょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 

○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について御説明いたします。 

 まず、次回の総会ですけれども、７月15日木曜日、午後３時から調布市たづくり1001学

習室で行います。役員会は同じ日の午後２時30分から同じ会場で行いますので、よろしく

お願いいたします。 

 その他として、本日も「農業対策ニュース」などの配付物を配付しておりますので、後

に御覧ください。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問ございますでしょうか。 

○川端委員  ７月15日は全員参加になりそうですか。 

○元木事務局長  総会は全員参加の予定です。 

○元木会長  ほかに質問ございますか。 

     （「なし」との声あり） 

 御質問もないようですので、説明のとおりといたします。 

 それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第22期第28回農業委員会総

会を閉会いたします。お疲れさまでした。 
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                             閉会 午後３時15分 
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            調布市農業委員会議事規則第13条の 

            規定によりここに署名押印します。 

 

 

            令和  年  月  日 

 

 

            議長 

 

 

            署名委員 

 

 

             15番委員 

 

 

             16番委員 

 


